

　　伊東市では、巨大地震によるブロック塀等の倒壊から、１人でも多くの市民の生命を守るため、プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０+（プラス）」事業に取り組んでいます。
ブロック塀等の撤去及び建替えには、下記の補助制度が用意されていますので、ご利用いただき、ご自宅の危険なブロック塀の対策を進めていただくようお願いします。



ブロック塀等の撤去及び建替えの補助金は以下のとおりです。

道路※に面する危険なﾌﾞﾛｯｸ塀等（石積みの塀も含む）の撤去及び建替えに補助金が出ます。
※建築基準法第４２条における道路
「補助金額」　
撤去（ブロック塀等を道路面から40cm以下の高さにする工事）　
　　　①,②のうち少ない額の２/３　（上限 　１３万３千円／敷地） 

①道路に面するブロック塀１メートルあたり１９，９８０円を乗じた金額

②撤去工事に要した金額（見積等）
建替え（安全な構造の柵もしくは生垣等に作り替える工事）　
　　　①,②のうち少ない額の２/３　（上限 　１９万４千円／敷地）
①道路に面するブロック塀１メートルあたり５８，３８０円を乗じた金額

②建替え工事に要した金額（見積等）
※申請件数が年度予算に達し次第、受け付けは終了します。

「申込み・問合せ先」　伊東市建築住宅課　TEL：０５５７－３２－１７６３
プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０+（プラス）」
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